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平成 18 年 7 月 5 日 

企業会計基準委員会 

 
試 案 

「リース取引に関する会計基準(案)」及び 
試 案 

「リース取引に関する会計基準の適用指針(案)」の公表 
 
 
コメントの募集 
 

企業会計基準委員会（以下「当委員会」という。）では、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に関する通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を廃止する方針で検討を

進めていますが、今般、平成 18 年 6 月 30 日の第 107 回企業会計基準委員会において、標

記の会計基準及び適用指針の試案の公表を承認しましたので、本日公表いたします。 

本テーマについては、会計基準（案）の結論の背景に記載のとおり、その適用が税制と

密接に関連するため、関係省庁をはじめ関係者間で税制上の取扱いが検討されるものと想

定されます。このため、本試案は、通常の公開草案とは異なり会計基準及び適用指針に関

する適用時期を定めずに公表するものであり、今後の状況を踏まえ適用時期を定めること

としています。 
本試案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本試案に関するコメ

ントがございましたら、平成 18 年 8 月 25 日（金）までに、原則として電子メールにより、

下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては直接回答しないこと、コ

メントを当委員会のホームページ等で公開する予定があること、氏名又は名称が付されて

いないコメントは有効なものとして取り扱わないことを、あらかじめご了承ください。 

 

記 
 

電 子メール： Lease_55@asb.or.jp

ファクシミリ： 03-5510-2717 
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本試案の概要 
 

以下の概要は、コメントをお寄せ頂くにあたっての便宜に資するため、本試案の内容を

要約したものです。コメントをお寄せ頂く際には、より正確な議論のために本試案をお読

みくださいますようお願い申し上げます。 

 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関する通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理の廃止 
  これまで所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、一定の注記を条件とし

て、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができたが、今後は、当

該処理を廃止し、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととなる。 
 

 リース取引の分類 
 

    

   
所有権移転ファイナンス・リース取引 

   
ファイナンス・リース取引 

   
所有権移転外ファイナンス・リース取引 

リース取引 
    

     

   
オペレーティング・リース取引

  

 
 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容（借手） 

 リース取引開始時にリース物件とこれに係る負債を、リース資産及びリース債務と

して計上する。 
 リース取引開始時におけるリース資産とリース債務の計上額は、リース料総額の現

在価値と貸手の購入価額等（貸手の購入価額等が明らかでない場合は借手の見積現

金購入価額）とのいずれか低い額による。 
 利息相当額の総額は、原則としてリース期間にわたり利息法（会計基準案第 10 項

及び適用指針案第 21 項）により配分するが、リース資産総額に重要性がないと認

められる場合は、次のいずれかの方法を採用することができる（適用指針案第 28

項）。 
(1) リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によること

ができる。この場合、リース資産及びリース債務は、リース料総額で計上さ

れ、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上される。 
(2) 利息相当額の総額をリース期間にわたり定額法で配分することができる。 
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 リース資産の償却については、原則として、リース期間を耐用年数とし、残存価額

をゼロとする。償却方法については自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と

同一である必要はなく、企業の実態に応じたものを選択する。 
 リース契約 1件当たり 300 万円以下のリース取引など少額のリース資産や、リース

期間が 1年以下のリース取引については、簡便的に、オペレーティング・リース取

引の会計処理に準じて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うこと

ができる。 
 

 所有権移転ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容（借手） 
所有権移転外ファイナンス・リース取引との主な相違は、次のとおりである。 

 利息相当額の総額は、リース期間にわたり利息法により配分する（リース資産総額

に重要性がないと認められる場合の取扱いがない。）。 

 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により減価償却費を算

定する。この場合の耐用年数は、経済的使用可能予測期間とする。 

 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容（貸手） 
 貸手における利息相当額の総額は、リース取引開始時に合意されたリース料総額

及び見積残存価額の合計額から、これに対応するリース資産の取得価額を控除す

ることによって算定する。 
 利息相当額の総額は、原則として、リース期間にわたり利息法により配分するが、

貸手としてのリース取引に重要性がないと認められる場合は、リース期間にわた

り定額で配分することができる。 
 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により「リース投資資産」（流動資産）

として表示する。 
 

 所有権移転ファイナンス・リース取引の会計処理の主な内容（貸手） 
所有権移転外ファイナンス・リース取引との主な相違は、次のとおりである。 

 利息相当額の総額は、原則として、リース期間にわたり利息法により配分する（貸

手としてのリース取引に重要性がないと認められる場合の取扱いがない。）。 
 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により「リース債権」（流動資産）と

して表示する。 
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 適用初年度の取扱い（借手） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更する場合、次のいず

れかの方法による。 
（原則）リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引についても、会計基準

及び適用指針の方法で会計処理し、変更による影響額は特別損益で処理する方法 
（例外）リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引については、期首にお

ける未経過リース料残高相当額（利息相当額控除前）を取得価額とし、期首に取得

したものとしてリース資産に計上する方法、又は一定の注記を条件に引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用する方法 
 

 適用初年度の取扱い（貸手） 
所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更する場合、次のいずれか

の方法による。 
（原則）リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引についても、会計基準

及び適用指針の方法で会計処理し、変更による影響額は特別損益で処理する方法 
（例外）リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引については、一定の注

記を条件に引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用する方

法（リース取引を主たる事業としている企業は、この例外法は適用できない。） 
 
 
中小企業への適用に関する意見 
  
本会計基準を中小企業に適用する際の取扱いに関しては、必要に応じて、本会計基準確

定後、「中小企業の会計に関する指針」（日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本

商工会議所、企業会計基準委員会の 4 団体により公表）により定められることとなります

が、過重負担とならないように簡便な会計処理を定めることを求める意見が、これまでの

審議の中で多く寄せられました。当委員会は、「中小企業の会計に関する指針」の改正にあ

たって、これらの意見を踏まえ、議論に参加する方針です。 
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＜参 考＞ 従来の取扱いからの主な変更点 

 従来の取扱い 本試案 

①  所有権移転外

ファイナンス・

リース取引に係

る通常の賃貸借

処理の廃止 

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引は、原則として通常の売買取

引に係る方法に準じて会計処理を行

う。ただし、一定の注記を条件に、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

て会計処理を行うことができる。 

左記の通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理は、廃止す

る。 

②  利息相当額の

各期への配分 

ファイナンス・リース取引に関し

て、通常の売買取引に係る方法に準

じて会計処理を行う場合、利息相当

額は、原則として利息法により各期

に配分する。 

原則は、従来の取扱いに同じであ

る。ただし、所有権移転外ファイナ

ンス･リース取引の借手において、

リース資産に重要性がないと認め

られる場合には、次のいずれかの方

法を適用することができる。 

・リース料総額から利息相当額の合

理的な見積額を控除しない方法 

この場合、リース資産及びリー

ス債務は、リース料総額で計上さ

れ、支払利息は計上されず、減価

償却費のみが計上される。 

・利息相当額の総額を定額法でリー

ス期間にわたり配分する方法 

③  通常の保守等

の役務提供相当

額の処理 

－ 維持管理費用に準じて、原則とし

て、リース料総額から区分する。 

④  貸借対照表の

表示 

（借手側） 

リース資産は、有形固定資産に属

する各科目に含めて表示する。 

 

 

 

 

（貸手側） 

リース債権として表示する。 

（借手側） 

リース資産については、原則とし

て、有形固定資産、無形固定資産の

別に、一括してリース資産として表

示する。ただし、有形固定資産又は

無形固定資産に属する各科目に含

めることもできる。 

（貸手側） 

 所有権移転ファイナンス・リース

取引におけるリース債権及び所有

権移転外ファイナンス・リース取引
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 従来の取扱い 本試案 

におけるリース投資資産は、流動資

産に表示する。 

⑤  注 記  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引について、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を採用

した場合、一定の注記を要する。 

（借手側） 

(1)リース資産について、その内容

（主な資産の種類等）を、注記する。

(2) リース債務について、貸借対照

表日後 5年以内における 1年ごとの

返済予定額及び5年超の返済予定額

を注記する。 

（貸手側） 

(1)リース投資資産について、リー

ス料債権部分と見積残存価額及び

受取利息相当額を注記する。 

(2)リース債権又はリース投資資産

に係るリース料債権部分について、

貸借対照表日後 5 年以内における 1

年ごとの回収予定額及び5年超の回

収予定額を注記する。 

 

以 上 
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